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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周縁に設けられ、壁パネルが載置される壁載置部と、
　前記壁載置部が切り落とされた際に、前記壁パネルの載置位置の基準となるピース部材
を正確な位置に取り付けるために、床パン本体の下面に成形時に形成された位置決め手段
と、を備え、
　前記ピース部材は、前記ピース部材と前記壁載置部が切り落とされた際に形成される切
断面との間に間隙が形成されることにより、切断面に接触しないことを特徴とする浴室用
床パン。
【請求項２】
　周縁の少なくとも一側面に切断面が形成された床パン本体と、
　前記床パン本体の前記切断面側に取り付けられ、壁パネルの載置位置の基準となるピー
ス部材と、を備え、
　前記床パン本体の下面には、前記ピース部材を正確な位置に取り付けるために、前記床
パン本体の成形時に形成された位置決め手段が設けられ、
　前記ピース部材は、前記ピース部材と前記切断面との間に間隙が存在することにより、
前記切断面に接触しないことを特徴とする浴室用床パン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明の態様は、一般的に、浴室用床パンに関し、具体的にはユニットバスに用いられ
る浴室用床パンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載された洗い場付き浴槽では、洗い場パンの外周に立上片が一体形成さ
れており、この立上片の内周には、壁パネルが建て付けられる壁載置面が形成されている
。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載された洗い場付き浴槽では、ユニットバスの大きさに
応じて、種々の大きさの洗い場パン（浴室用床パン）を用意しなければならないという問
題がある。種々の大きさの浴室用床パンを用意するためには、その種類の数とほとんど同
数の型を用意する必要があるため、コストがかかるという問題がある。
【０００４】
　一方、浴室用床パンの種類を少なくすると、ユニットバスの施工空間の大きさに柔軟に
対応することが困難となるおそれがある。つまり、ユニットバスの施工空間に対して余裕
があるにもかかわらず、より大きな浴室用床パンを施工空間に入れることができないため
、それよりも小さな浴室用床パンを使用しなければならないという問題がある。浴室用床
パンは、洗い場の空間が広いと身体などを洗いやすいため、より広い方が好ましい。
【０００５】
　そこで、浴室用床パンをカットすることで、多種サイズのユニットバスに対応可能とさ
れた浴室用防水床パンがある（特許文献２）。つまり、特許文献２に記載された浴室用防
水床パンによれば、浴室用防水床パンをカットすることで、１種類の浴室用防水床パンか
ら多種サイズの浴室用防水床パンを提供することができる。そして、浴室の壁パネルの位
置決めをするために、カット後の浴室用防水床パンに位置決め具を取り付けることが開示
されている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献２では、カット後の浴室用防水床パンの正確な位置に位置決め
具を取り付ける手段や方法は開示されていない。浴室用防水床パンは、一般的に、硬質な
材料で形成されており、そのサイズは大きいため、寸法誤差がないように浴室用防水床パ
ンをカットすることは困難である。そのため、浴室用防水床パンのカットした部分を基準
として位置決め具を取り付けると、その位置決め具を浴室用防水床パンの正確な位置に取
り付けることができないおそれがある。その結果、浴室の壁パネルを正確な位置に取り付
けることができないおそれがある。浴室の壁パネルを正確な位置に取り付けることができ
ないと、ユニットバス自体が歪んだり、隙間が発生して気密性や水密性が低下するため好
ましくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－２７８６１号公報
【特許文献２】特開平１１－２９９６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の態様は、かかる課題の認識に基づいてなされたものであり、多種サイズのユニ
ットバスに対応することができ、浴室用床パンをカットした際に形成される切断面の寸法
誤差の影響を受けることなく、壁パネルを正確な位置に配置することができる浴室用床パ
ンを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、周縁に設けられ、壁パネルが載置される壁載置部と、前記壁
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載置部が切り落とされた際に、前記壁パネルの載置位置の基準となるピース部材を正確な
位置に取り付けるために、床パン本体の下面に成形時に形成された位置決め手段と、を備
え、前記ピース部材は、前記ピース部材と前記壁載置部が切り落とされた際に形成される
切断面との間に間隙が形成されることにより、切断面に接触しないことを特徴とする浴室
用床パンが提供される。
【００１０】
　または、本発明の一態様によれば、周縁の少なくとも一側面に切断面が形成された床パ
ン本体と、前記床パン本体の前記切断面側に取り付けられ、壁パネルの載置位置の基準と
なるピース部材と、を備え、前記床パン本体の下面には、前記ピース部材を正確な位置に
取り付けるために、前記床パン本体の成形時に形成された位置決め手段が設けられ、前記
ピース部材は、前記ピース部材と前記切断面との間に間隙が存在することにより、前記切
断面に接触しないことを特徴とする浴室用床パンが提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の態様によれば、多種サイズのユニットバスに対応することができ、浴室用床パ
ンをカットした際に形成される切断面の寸法誤差の影響を受けることなく、壁パネルを正
確な位置に配置することができる浴室用床パンが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施の形態にかかる浴室用床パンが設置された浴室を例示する斜
視模式図である。
【図２】本実施形態にかかる浴室用床パンの断面を表す断面模式図であり、図１に表した
Ａ－Ａ断面図に相当する。
【図３】切断前の浴室用床パンを表す模式図である。
【図４】切断後の浴室用床パンを表す模式図である。
【図５】ピース部材が取り付けられた浴室用床パンを表す模式図である。
【図６】ピース部材と浴室用床パンとの位置決め部を拡大して眺めた断面模式図である。
【図７】他のピース部材が取り付けられた浴室用床パンを表す斜視模式図である。
【図８】ピース部材同士の接合部を拡大して眺めた斜視模式図である。
【図９】ピース部材同士の接合部に補強部材が取り付けられた状態を例示する斜視模式図
である。
【図１０】補強部材を拡大して眺めた斜視模式図である。
【図１１】補強部材の断面を表す断面模式図であり、図９に表したＧ－Ｇ断面図に相当す
る。
【図１２】支持部材を拡大して眺めた斜視模式図である。
【図１３】支持部材の断面を表す断面模式図であり、図９に表したＨ－Ｈ断面図に相当す
る。
【図１４】変形例のピース部材が取り付けられた浴室用床パンを表す断面模式図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態にかかる浴室用床パンが設置された浴室を例示する
斜視模式図である。
【図１６】本実施形態の浴室用床パンおよび床パンの断面を表す断面模式図であり、図１
５に表したＪ－Ｊ断面図に相当する。
【図１７】本実施形態の洗い場蓋を下面から眺めた平面模式図である。
【図１８】切断後の浴室用床パンおよび洗い場蓋を表す断面模式図である。
【図１９】嵌合部材が取り付けられた洗い場蓋を下面から眺めた平面模式図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　第１の発明は、周縁に設けられ、壁パネルが載置される壁載置部と、前記壁載置部が切
り落とされた際に、前記壁パネルの載置位置の基準となるピース部材を正確な位置に取り
付けるために、床パン本体の下面に成形時に形成された位置決め手段と、を備え、前記ピ
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ース部材は、前記ピース部材と前記壁載置部が切り落とされた際に形成される切断面との
間に間隙が形成されることにより、切断面に接触しないことを特徴とする浴室用床パンで
ある。　
　この浴室用床パンによれば、浴室用床パンを切断することにより壁載置部が切り落とさ
れた後であっても、壁載置部の代替として機能するピース部材を、成形時に予め形成され
た位置決め手段を基準として、切断面に対応した正確な位置に取り付けることができ、さ
らに、ピース部材は、切断面に接触していないため、ピース部材は、切断面の寸法誤差に
影響を受けることなく、浴室用床パンに対して正確な位置に取り付けられる。従って、多
種サイズのユニットバスに対応することができ、浴室用床パンをカットした際に形成され
る切断面の寸法誤差の影響を受けることなく、壁パネルを正確な位置に配置することがで
きる。
【００１４】
　また、第２の発明は、周縁の少なくとも一側面に切断面が形成された床パン本体と、前
記床パン本体の前記切断面側に取り付けられ、壁パネルの載置位置の基準となるピース部
材と、を備え、前記床パン本体の下面には、前記ピース部材を正確な位置に取り付けるた
めに、前記床パン本体の成形時に形成された位置決め手段が設けられ、前記ピース部材は
、前記ピース部材と前記切断面との間に間隙が存在することにより、前記切断面に接触し
ないことを特徴とする浴室用床パンである。
　この浴室用床パンによれば、浴室用床パンを切断することにより壁載置部が切り落とさ
れた後であっても、壁載置部の代替として機能するピース部材を、成形時に予め形成され
た位置決め手段を基準として、切断面に対応した正確な位置に取り付けることができ、さ
らに、ピース部材は、切断面に接触していないため、ピース部材は、切断面の寸法誤差に
影響を受けることなく、浴室用床パンに対して正確な位置に取り付けられる。従って、多
種サイズのユニットバスに対応することができ、浴室用床パンをカットした際に形成され
る切断面の寸法誤差の影響を受けることなく、壁パネルを正確な位置に配置することがで
きる。

【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。なお、各図面中、同様
の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。　
　図１は、本発明の第１の実施の形態にかかる浴室用床パンが設置された浴室を例示する
斜視模式図である。　
　また、図２は、本実施形態にかかる浴室用床パンの断面を表す断面模式図であり、図１
に表したＡ－Ａ断面図に相当する。
【００１６】
　本実施形態にかかる浴室用床パン１００が設置された浴室（ユニットバス）は、図１に
表したように、浴室用床パン１００と、浴槽２００と、エプロン３００と、壁パネル１０
ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄと、を備える。なお、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｄのい
ずれかには、図示しないドアが設けられている。また、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｄ
の少なくともいずれかには、図示しない窓がさらに設けられていてもよい。
【００１７】
　浴室用床パン１００は、図２に表したように、その下部に支持脚１９０を有し、建物床
２０ｅの上に載置されている。また、浴室用床パン１００は、浴槽載置部１１０を有して
いる。浴槽２００は、その浴槽載置部１１０に載置され、浴室用床パン１００に適宜固定
されている。そして、浴槽２００の側面を覆い隠すように、エプロン３００が浴室用床パ
ン１００と浴槽２００との間に設けられている。
【００１８】
　浴室用床パン１００は、浴槽載置部１１０に隣接するように、洗い場１２０を有してい
る。そして、浴室用床パン１００の周縁には、図２に表したように、壁パネル１０ａ、１
０ｂ、１０ｃ、１０ｄを載置する壁載置部１２１が設けられている。壁載置部１２１は、
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外周端において、上方に突出した側壁部１２１ａを有している。そして、壁パネル１０ａ
、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄは、壁載置部１２１の側壁部１２１ａに当接され、且つ壁載置
部１２１の底部１２１ｂに載置されることにより、浴室用床パン１００に対する位置が決
められる。つまり、壁載置部１２１は、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄをガイ
ドするための位置決め部として機能する。なお、側壁部１２１ａは、壁載置部１２１と壁
パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄとの間の隙間からの漏水（湯も含む）を防止する
「水返し」としても機能する。
【００１９】
　壁パネル１０ａの外側には、建物壁２０ａが存在する。これと同様に、壁パネル１０ｂ
、１０ｃ、１０ｄの外側には、図示しない建物壁がそれぞれ存在する。つまり、ユニット
バスは、建物床２０ｅや建物壁２０ａなどにより画設された施工空間の中に設けられてい
る。そのため、浴室用床パン１００は、ユニットバスの施工空間の中に入るような大きさ
を有する必要がある。言い換えれば、ユニットバスの施工空間に入れることができないほ
ど大きい浴室用床パン１００を使用することはできない。
【００２０】
　浴室（ユニットバス）の施工空間の大きさは、家屋によりさまざまである。そのため、
ユニットバスの施工空間の大きさに柔軟に対応するためには、種々の大きさの浴室用床パ
ン１００を用意しなければならない。しかしながら、種々の大きさの浴室用床パン１００
を用意するためには、その種類の数とほとんど同数の型を用意する必要がある。そうする
と、浴室用床パン１００の製造コストがかかり、多くの種類の型を管理することも容易で
はない。
【００２１】
　一方、浴室用床パン１００の種類を少なくすると、ユニットバスの施工空間の大きさに
柔軟に対応することが困難となる。つまり、壁パネル１０ａや浴室用床パン１００と建物
壁２０ａとの間の空間が広く空いている場合に、それよりも大きい浴室用床パン１００を
使用すると、ユニットバスの施工空間に浴室用床パン１００を入れることができない場合
がある。そのため、壁パネル１０ａや浴室用床パン１００と建物壁２０ａとの間の空間が
広く空いているにもかかわらず、より小さな浴室用床パン１００を使用せざるを得ない場
合がある。浴室（ユニットバス）や洗い場１２０などは、その空間が広いと身体などを洗
いやすいため便利である。
【００２２】
　そこで、本実施形態では、浴室用床パン１００を切断することにより、多種サイズのユ
ニットバスに対応することができる。つまり、ユニットバスの施工空間に大きさに応じて
浴室用床パン１００を切断することにより、その施工空間の大きさにより適した浴室用床
パン１００を提供することができる。これによれば、ユニットバスの施工空間に大きさに
応じて、より広い洗い場１２０などを有するユニットバスを提供することができる。また
、浴室用床パン１００の型の種類を減らすことができるため、製造コストを抑えることも
できる。
【００２３】
　ここで、浴室用床パン１００を切断すると、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄ
の位置決め部として機能する壁載置部１２１が切り落とされてしまう。そのため、壁パネ
ル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄの少なくともいずれかを浴室用床パン１００に対して
正確な位置に設置できないおそれがある。壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄの少
なくともいずれかを浴室用床パン１００に対して正確な位置に設置できないと、壁パネル
１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄが建物壁２０ａなどに接触したり、ユニットバス自体が
歪んだり、隙間が発生して気密性や水密性を低下させるおそれがあるため好ましくない。
【００２４】
　これに対して、本実施形態では、浴室用床パン１００を切断することにより壁載置部１
２１が切り落とされた後であっても、壁載置部１２１の代替として機能するピース部材１
４１（図５参照）を浴室用床パン１００に取り付けることができる。このピース部材１４
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１については、後に詳述する。さらに、浴室用床パン１００には、図２に表したように、
ピース部材１４１を正確な位置に取り付けるための位置決め部（位置決め手段）１２３が
設けられている。その結果、本実施形態では、浴室用床パン１００を切断することにより
壁載置部１２１が切り落とされた後であっても、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０
ｄを浴室用床パン１００に対して正確な位置に設置することができる。以下、さらに詳細
な説明について、図面を参照しつつ説明する。
【００２５】
　図３は、切断前の浴室用床パンを表す模式図である。　
　なお、図３（ａ）は、切断前の浴室用床パンの角部を表す斜視模式図であり、図１に表
した領域Ｂに相当する。また、図３（ｂ）は、切断前の浴室用床パンの断面を表す断面模
式図であり、図３（ａ）に表したＣ－Ｃ断面図に相当する。
【００２６】
　浴室用床パン１００の周縁には、図１および図２に関して前述したように、壁パネル１
０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを載置する壁載置部１２１が設けられている。この壁載置
部１２１は、側壁部１２１ａと底部１２１ｂとを有している。壁パネル１０ａ、１０ｂ、
１０ｃ、１０ｄは、壁載置部１２１の側壁部１２１ａに当接され、且つ壁載置部１２１の
底部１２１ｂに載置されることにより、浴室用床パン１００に対する位置が決められる。
つまり、浴室用床パン１００を切断する前の状態では、壁載置部１２１が設けられている
ため、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを浴室用床パン１００に対して正確な位
置に設置することができる。
【００２７】
　浴室用床パン１００の洗い場１２０には、壁載置部１２１と略並行して位置決め部（位
置決め手段）１２３と接着溜まり部１２５とが設けられている。位置決め部１２３と接着
溜まり部１２５とは、図３（ｂ）に表したように、凹形状に形成された溝部であり、互い
に近接して設けられている。つまり、１つの位置決め部１２３と、１つの接着溜まり部１
２５と、は近接した状態で１組の溝部１２７を形成している。１組の溝部１２７の内にお
いて、位置決め部１２３は浴室用床パン１００の外側（周縁側）に設けられており、接着
溜まり部１２５は浴室用床パン１００の内側に設けられている。
【００２８】
　そして、図３（ｂ）に表したように、所定間隔をおいて、さらに他の１組の溝部１２７
が形成されている。１組の溝部１２７と、他の１組の溝部１２７と、の間の距離は、例え
ば約５０ミリメートル程度である。また、洗い場１２０の下面には、浴室用床パン１００
を補強する垂下形成された補強部（リブ）１２９が適宜設けられている。この補強部１２
９は、１組の溝部１２７の近傍に設けられている。
【００２９】
　ここで、図１および図２に関して前述したように、ユニットバスの施工空間に大きさに
応じて浴室用床パン１００を切断すると、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄの位
置決め部として機能する壁載置部１２１が切り落とされてしまう。以下、図３（ａ）に表
した切断面Ｄおよび切断面Ｅにおいて、浴室用床パン１００を切断した場合を例に挙げて
説明する。
【００３０】
　図４は、切断後の浴室用床パンを表す模式図である。　
　また、図５は、ピース部材が取り付けられた浴室用床パンを表す模式図である。　
　また、図６は、ピース部材と浴室用床パンとの位置決め部を拡大して眺めた断面模式図
である。　
　なお、図４（ａ）および図５（ａ）は、浴室用床パンの角部を表す斜視模式図であり、
図３（ａ）に表した浴室用床パンに対応する。また、図４（ｂ）および図５（ｂ）は、浴
室用床パンの断面模式図であり、図３（ａ）に表したＣ－Ｃ断面図に相当する。
【００３１】
　浴室用床パン１００が切断面Ｄにおいて切断されると、図４（ａ）に表したように、壁
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載置部１２１とともに１組の溝部１２７が切り落とされる。また、これと同様に、浴室用
床パン１００が切断面Ｅにおいて切断されると、図４（ａ）に表したように、壁載置部１
２１が切り落とされる。そのため、この状態のままでは、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０
ｃ、１０ｄの少なくともいずれかを浴室用床パン１００に対して正確な位置に設置できな
い。
【００３２】
　そこで、本実施形態では、図５に表したように、壁載置部１２１の代替として機能する
ピース部材１４１を浴室用床パン１００に取り付けることができる。なお、説明の便宜上
、切断後であってピース部材１４１を取り付ける前の状態の浴室用床パン１００を「床パ
ン本体」ともいう。つまり、切断後において、ピース部材１４１が取り付けられた浴室用
床パン１００は、床パン本体と、ピース部材１４１と、を備える。ここで、浴室用床パン
１００は、一般的に、ＦＲＰ（Fiber Reinforced Plastic）等の熱硬化性樹脂、あるいは
ポリプロピレン、ポリエチレン等の熱可塑性樹脂に補強を施した硬質な材料で形成されて
おり、そのサイズは大きい。そのため、寸法誤差がないように浴室用床パン１００を切断
することは困難であり、またその切断面Ｄおよび切断面Ｅの表面は粗い。そのため、切断
面Ｄおよび切断面Ｅを基準としてピース部材１４１を取り付けると、浴室用床パン１００
に対して正確な位置にピース部材１４１を取り付けることができないおそれがある。
【００３３】
　これに対して、本実施形態のピース部材１４１は、図６に表したように、浴室用床パン
１００との当接面に突起部１４１ｃを有する。そして、浴室用床パン（床パン本体）１０
０の位置決め部１２３にピース部材１４１の突起部１４１ｃを嵌合させることにより、浴
室用床パン（床パン本体）１００に対して正確な位置にピース部材１４１を取り付けるこ
とができる。つまり、位置決め部１２３は、切断面（ここでは切断面Ｄ）に対応した位置
に成形時に予め形成されており、その位置決め部１２３に突起部１４１ｃを嵌合させる、
すなわち位置決め部１２３を基準としてピース部材１４１を取り付けることにより、切断
面（ここでは切断面Ｄ）に対応した正確な位置にピース部材１４１を取り付けることがで
きる。
【００３４】
　位置決め部１２３は、浴室用床パン１００の洗い場１２０の表面に設けられている。そ
のため、位置決め部１２３の位置は、切断面Ｄおよび切断面Ｅの寸法誤差や表面状態など
に影響を受けることはない。したがって、切断面Ｄおよび切断面Ｅの寸法誤差や表面状態
などに影響を受けることなく、浴室用床パン１００に対して正確な位置にピース部材１４
１を取り付けることができる。
【００３５】
　ピース部材１４１を浴室用床パン１００に取り付ける前において、位置決め部１２３お
よび接着溜まり部１２５には、図６に表したように、例えばシリコンなどの止水性を有す
る接着剤１７５が予め塗布されている。そのため、この状態から位置決め部１２３に突起
部１４１ｃを嵌合させることにより、浴室用床パン１００に対して正確な位置にピース部
材１４１を取り付けつつ、ピース部材１４１を浴室用床パン１００に接着することができ
る。
【００３６】
　さらに、図５（ａ）に表したように、ピース部材１４１の底部１４１ｂにおいて、ねじ
が入り込むための図示しないざぐり部が形成されており、そのピース部材１４１のざぐり
部から浴室用床パン１００へ向かって、例えばねじなどの固定部材１７３が取り付けられ
ている。そのため、ピース部材１４１は、接着剤１７５による接着と、固定部材１７３に
よる締結と、により浴室用床パン１００に固定されている。
【００３７】
　また、ピース部材１４１は、壁載置部１２１と同様に、側壁部１４１ａと底部１４１ｂ
とをさらに有している。そのため、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄは、ピース
部材１４１の側壁部１４１ａに当接され、且つピース部材１４１の底部１４１ｂに載置さ
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れることにより、浴室用床パン１００に対する位置が決められる。このとき、ピース部材
１４１は、切断面（ここでは切断面Ｄ）に対応した正確な位置に取り付けられている。そ
の結果、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを浴室用床パン１００に対して正確な
位置に設置することができる。
【００３８】
　なお、切断後の浴室用床パン１００の補強部１２９には、浴室用床パン１００を補強す
る補強部材１７１が適宜設けられていてもよい。補強部材１７１は、例えばねじなどの固
定部材１７３により固定されている。補強部材１７１を取り付けることにより、浴室用床
パン１００を切断したことで生じる反りを矯正することが可能となる。また、側壁部１４
１ａは、図２に表した側壁部１２１ａと同様に、壁載置部１４１と壁パネル１０ａ、１０
ｂ、１０ｃ、１０ｄとの間の隙間からの漏水を防止する「水返し」としても機能する。
【００３９】
　図７は、他のピース部材が取り付けられた浴室用床パンを表す斜視模式図である。　
　また、図８は、ピース部材同士の接合部を拡大して眺めた斜視模式図である。　
　なお、図８は、図７に表した矢視Ｆの方向に眺めた斜視模式図に相当する。
【００４０】
　切断面Ｄに対応した正確な位置にピース部材１４１を取り付ける場合と同様にして、切
断面Ｅについても、切断面Ｅに対応した正確な位置にピース部材１４１を取り付けること
ができる。つまり、位置決め部１２３は、切断面（ここでは切断面Ｅ）に対応した位置に
予め形成されている。そのため、その位置決め部１２３に突起部１４１ｃを嵌合させるこ
とにより、切断面（ここでは切断面Ｅ）に対応した正確な位置にピース部材１４１を取り
付けることができる。
【００４１】
　また、切断面Ｄに対応した位置に取り付けられたピース部材１４１と同様に、切断面Ｅ
に対応した位置に取り付けられたピース部材１４１は、接着剤１７５による接着と、固定
部材１７３による締結と、により浴室用床パン１００に固定されている。さらに、切断面
Ｄおよび切断面Ｅに対応した位置に取り付けられたそれぞれのピース部材１４１は、図８
に表したように、止水性を有する接着剤１７５（例えばシリコン）により互いに接着され
ている。そして、切断面Ｄおよび切断面Ｅの外側から、浴室用床パン１００とピース部材
１４１との間に接着剤１７５が塗布されている。これにより、ピース部材１４１同士が液
密に結合され、それぞれのピース部材１４１は浴室用床パン１００により強固に接着され
ている。
【００４２】
　このようにして、それぞれの切断面に対応した正確な位置にピース部材１４１がそれぞ
れ取り付けられる。その結果、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを浴室用床パン
１００に対して正確な位置に設置することができる。つまり、浴室用床パン１００を切断
することにより壁載置部１２１が切り落とされた後であっても、ピース部材１４１を切断
面に対応した位置に取り付けることにより、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを
浴室用床パン１００に対して正確な位置に設置することができる。これによれば、浴室用
床パン１００を切断することにより、多種サイズのユニットバスに対応することができ、
壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを浴室用床パン１００に対して正確な位置に設
置することができる。
【００４３】
　なお、図３に表したように、位置決め部１２３同士が交差している場合には、その位置
決め部１２３は凹形状を有することが好ましい。これは、位置決め部１２３同士が交差し
ている場合に、その位置決め部１２３が凸形状を有すると、ピース部材１４１が位置決め
部１２３同士の交差部と干渉して、取り付けられない場合があるためである。つまり、例
えば、位置決め部１２３が凸形状を有すると、図４に表した領域Ｎにおける位置決め部１
２３同士の交差部と、ピース部材１４１と、が干渉して、ピース部材１４１を取り付ける
ことができない場合があるためである。
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【００４４】
　図９は、ピース部材同士の接合部に補強部材が取り付けられた状態を例示する斜視模式
図である。　
　図３～図８に関して前述したように、本実施形態では、浴室用床パン１００を切断する
ことにより、多種サイズのユニットバスに対応することができる。ここで、浴室用床パン
１００は、一般的に、硬質な材料で形成されているため、ユニットバスの施工現場におい
て浴室用床パン１００を切断することは容易ではない。そのため、浴室用床パン１００の
切断や接着剤１７５の塗布などは、例えば工場などにおいて行われる。
【００４５】
　そのため、例えば工場などから施工現場へ浴室用床パン１００を運搬するときや、ユニ
ットバスの施工時に、ピース部材１４１同士の接合部（図８参照）が物体などに接触する
と、例えばシリコンなどの接着剤１７５が切れたり、剥がれるおそれがある。そこで、本
実施形態では、ピース部材１４１同士の接合部に、補強部材１７８が設けられている。
【００４６】
　補強部材１７８は、例えば金属などから形成されており、ピース部材１４１同士の接合
部を覆うように設けられている。そのため、補強部材１７８に物体などが接触した場合で
あっても、接着剤１７５が切れたり、剥がれるおそれは少ない。
【００４７】
　また、それぞれのピース部材１４１の中間部には、図９に表したように、１つあるいは
複数の支持部材１７９が設けられている。この支持部材１７９には、壁パネル１０ａ、１
０ｂ、１０ｃ、１０ｄを支持したり、補強するための図示しない支柱が取り付けられる。
支持部材１７９は、施工現場において取り付けられてもよいし、工場などにおいて取り付
けられてもよい。なお、補強部材１７８は、支持部材１７９と同様に、壁パネル１０ａ、
１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを支持したり、補強する支柱を取り付ける機能も有する。
【００４８】
　図１０は、補強部材を拡大して眺めた斜視模式図である。　
　また、図１１は、補強部材の断面を表す断面模式図であり、図９に表したＧ－Ｇ断面図
に相当する。　
　なお、図１０（ａ）は、補強部材を浴室用床パンの内側から眺めた斜視模式図であり、
図１０（ｂ）は、補強部材を浴室用床パンの外側から眺めた斜視模式図である。
【００４９】
　補強部材１７８は、図１０（ｂ）および図１１に表したように、ピース部材１４１の外
側において、固定部材１７３により固定されている。そして、図１０（ａ）および図１１
に表したように、補強部材１７８の上部において、固定部材１７３を締めつけることによ
りピース部材１４１の側壁部１４１ａを挟み込むようにして、補強部材１７８は側壁部１
４１ａにも固定されている。
【００５０】
　その結果、隣接するピース部材１４１は、補強部材１７８を介してより強固に結合され
る。これによれば、隣接するピース部材１４１同士の接合部近傍が物体などに接触した場
合であっても、その隣接するピース部材１４１同士の相対位置はほとんど変化しないため
、接着剤１７５が切れたり、剥がれるおそれは少ない。
【００５１】
　また、補強部材１７８は、隣接するピース部材１４１同士の接合部を覆うようにして取
り付けられているため、物体がその接合部に直接接触することはない。つまり、補強部材
１７８は、カバーとしての機能も有する。そのため、隣接するピース部材１４１同士の接
合部近傍が物体などに接触した場合であっても、接着剤１７５が切れたり、剥がれるおそ
れは少ない。
【００５２】
　図１２は、支持部材を拡大して眺めた斜視模式図である。　
　また、図１３は、支持部材の断面を表す断面模式図であり、図９に表したＨ－Ｈ断面図
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に相当する。　
　なお、図１２（ａ）は、支持部材を浴室用床パンの内側から眺めた斜視模式図であり、
図１２（ｂ）は、支持部材を浴室用床パンの外側から眺めた斜視模式図である。また、図
１３においては、説明の便宜上、補強部材１７８などを適宜省略している。
【００５３】
　支持部材１７９は、図１３に表したように、ピース部材１４１の内側に取り付けられる
第１の支持部材１７９ａと、ピース部材１４１の外側に取り付けられる第２の支持部材１
７９ｂと、を有する。第１の支持部材１７９ａの下部には、図１２（ａ）に表したように
、爪部１７９ｃが設けられている。そして、第１の支持部材１７９ａは、その爪部１７９
ｃが側壁部１４１ａに引っ掛けられた状態で、ピース部材１４１に取り付けられている。
【００５４】
　また、第２の支持部材１７９ｂの下部には、図１３に表したように、爪部１７９ｄが設
けられている。一方、ピース部材１４１の外側には、図１３に表したように、凹部１４１
ｄが設けられている。そして、第２の支持部材１７９ｂは、その爪部１７９ｄが凹部１４
１ｄに引っ掛けられた状態で、ピース部材１４１に取り付けられている。
【００５５】
　続いて、この状態から、固定部材１７３を締めつけることにより、第１の支持部材１７
９ａと、第２の支持部材１７９ｂと、で側壁部１４１ａを挟み込むようにして、支持部材
１７９はピース部材１４１に固定される。これによれば、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０
ｃ、１０ｄを支持したり、補強するための支柱を支持部材１７９に取り付けることができ
る。
【００５６】
　図１４は、変形例のピース部材が取り付けられた浴室用床パンを表す断面模式図である
。　
　なお、図１４は、図３（ａ）に表したＣ－Ｃ断面図に相当する。
【００５７】
　本変形例のピース部材１５１は、図６に表したようには、突起部を有していない。一方
、浴室用床パン１００の洗い場１２０にも、位置決め部１２３および接着溜まり部１２５
は設けられていない。そのため、本変形例では、ピース部材１５１は、洗い場１２０の表
面では位置決めされない。ピース部材１５１は、図１４に表したように、下方に垂下形成
された補強部（位置決め手段）１２９に当接されることにより、浴室用床パン（床パン本
体）１００に対して正確な位置に取り付けられる。
【００５８】
　つまり、補強部１２９は、切断面（ここでは切断面Ｄ）に対応した位置に成形時に予め
形成されており、その補強部１２９にピース部材１５１を当接させる、すなわち補強部１
２を基準としてピース部材１５１を取り付けることにより、切断面（ここでは切断面Ｄ）
に対応した正確な位置にピース部材１５１を取り付けることができる。そして、固定部材
１７３を締め付けることにより、ピース部材１５１を補強部１２９に固定することができ
る。
【００５９】
　このとき、切断面Ｄとピース部材１５１との間には、間隙Ｉが存在する。つまり、ピー
ス部材１５１は、切断面Ｄには接触していない（クリアランスが形成されている）。その
ため、ピース部材１５１は、切断面Ｄの寸法誤差や表面状態などに影響を受けることなく
、浴室用床パン１００に対して正確な位置に取り付けられる。
【００６０】
　また、ピース部材１５１は、壁載置部１２１と同様に、側壁部１５１ａと底部１５１ｂ
とを有している。そのため、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄは、ピース部材１
５１の側壁部１５１ａに当接され、且つピース部材１４１の底部１５１ｂに載置されるこ
とにより、浴室用床パン１００に対する位置が決められる。このとき、ピース部材１５１
は、切断面（ここでは切断面Ｄ）に対応した正確な位置に取り付けられている。その結果
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、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを浴室用床パン１００に対して正確な位置に
設置することができる。
【００６１】
　さらに、前述したように、浴室用床パン１００の洗い場１２０には、位置決め部１２３
および接着溜まり部１２５は設けられていない。そのため、浴室用床パン１００を切断せ
ずに設置する場合であっても、位置決め部１２３や接着溜まり部１２５が洗い場１２０の
表面に存在することはない。これによれば、不要となった位置決め部１２３や接着溜まり
部１２５が洗い場１２０に存在しないため、汚れが溜まり難く、見栄えがより良い浴室用
床パン１００を提供することができる。また、間隙Ｉには、例えばシリコンなどの接着剤
１７５が適宜充填され、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｄと浴室用床パン１００とは液密
に接着されている。
【００６２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、浴室用床パン１００の切断面に対応した位
置に位置決め部１２３が予め形成されている。一方、壁載置部１２１の代替として機能す
るピース部材１４１は、浴室用床パン１００との当接面に突起部１４１ｃを有する。そし
て、位置決め部１２３に突起部１４１ｃを嵌合させる、すなわち位置決め部１２３を基準
としてピース部材１４１を取り付けることにより、切断面に対応した正確な位置にピース
部材１４１を取り付けることができる。そのため、浴室用床パン１００を切断した後であ
っても、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを浴室用床パン１００に対して正確な
位置に設置することができる。これによれば、浴室用床パン１００を切断することにより
、多種サイズのユニットバスに対応することができ、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、
１０ｄを浴室用床パン１００に対して正確な位置に設置することができる。なお、壁パネ
ル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄの位置については、ピース部材１４１を基準として、
支柱を介して決めることも可能である。
【００６３】
　次に、本発明の第２の実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。　
　図１５は、本発明の第２の実施の形態にかかる浴室用床パンが設置された浴室を例示す
る斜視模式図である。　
　また、図１６は、本実施形態の浴室用床パンおよび床パンの断面を表す断面模式図であ
り、図１５に表したＪ－Ｊ断面図に相当する。　
　また、図１７は、本実施形態の洗い場蓋を下面から眺めた平面模式図である。
【００６４】
　本実施形態にかかる浴室用床パン５００が設置された浴室（ユニットバス）は、図１５
に表したように、浴室用床パン５００と、浴槽２００と、エプロン３００と、洗い場蓋６
００と、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄと、を備える。
【００６５】
　浴室用床パン５００は、図１５に表したように、開口部５２０を有する。これによれば
、作業者などが浴室用床パン５００をユニットバスの施工空間に設置する際に、その開口
部５２０から手など挿入することにより、支持脚１９０の高さ調整や、配管の接続などを
容易に行うことができる。また、図１６に表したように、浴室用床パン５００の周縁には
、図２に表した浴室用床パン１００と同様に、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄ
を載置する壁載置部５２１が設けられている。この壁載置部５２１は、壁パネル１０ａ、
１０ｂ、１０ｃ、１０ｄの位置決め部として機能し、その下部には凹部５２１ｄが設けら
れている。
【００６６】
　浴室用床パン５００は開口部５２０を有するため、この状態のままでは洗い場が存在し
ない。そこで、本実施形態では、開口部５２０を上から覆うように、洗い場６２０を有す
る洗い場蓋６００が設置されている。洗い場蓋６００は、図１６および図１７に表したよ
うに、浴槽２００とは反対側の端部に爪部６２１を有する。
【００６７】
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　爪部６２１は、図１５に表した矢印Ｋのようにして、壁載置部５２１の下部に設けられ
た凹部５２１ｄに嵌合される。これにより、浴槽２００とは反対側の洗い場蓋６００の端
部は、浴室用床パン５００に固定される。一方、浴槽２００側の洗い場蓋６００の端部は
、図１５に表したように、エプロン３００の裏側で固定部材１７３により浴室用床パン５
００に固定される。このようにして、洗い場蓋６００は、全体として浴室用床パン５００
に固定される。なお、その他の構造については、図１および図２に表した浴室の構造と同
様である。
【００６８】
　ここで、多種サイズのユニットバスに対応するために浴室用床パン５００および洗い場
蓋６００を切断すると、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄの位置決め部として機
能する壁載置部５２１と、洗い場蓋６００を浴室用床パン５００に固定する爪部６２１と
、がそれぞれ切り落とされてしまう。そうすると、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１
０ｄの少なくともいずれかを浴室用床パン５００に対して正確な位置に設置できないおそ
れがあり、さらに、洗い場蓋６００を浴室用床パン５００に固定することができない。
【００６９】
　そこで、本実施形態では、洗い場蓋６００を切断することにより爪部６２１が切り落と
された後であっても、爪部６２１の代替として機能する嵌合部材６３１（図１８および図
１９参照）を洗い場蓋６００に取り付けることができる。このとき、洗い場蓋６００には
、図１７に表したように、嵌合部材６３１を正確な位置に取り付けるための取付部６２７
およびリブ６２９が成形時に予め形成されている。そして、そのリブ６２９を基準として
嵌合部材６３１を洗い場蓋６００に取り付けることにより、切断面に対応した正確な位置
に嵌合部材６３１を取り付けることができる。なお、リブ６２９は、洗い場蓋６００を補
強する補強部としての機能も有する。
【００７０】
　さらに、図１～図１５に関して説明した浴室用床パン１００と同様に、浴室用床パン５
００には、ピース部材１６１を正確な位置に取り付けるための位置決め部（位置決め手段
）５２３が設けられている。以下、さらに詳細な説明について、図面を参照しつつ説明す
る。
【００７１】
　図１８は、切断後の浴室用床パンおよび洗い場蓋を表す断面模式図である。　
　また、図１９は、嵌合部材が取り付けられた洗い場蓋を下面から眺めた平面模式図であ
る。　
　なお、図１８は、図１５に表したＪ－Ｊ断面図に相当する。
【００７２】
　例えば、ユニットバスの施工空間に大きさに応じて、洗い場蓋６００を切断面Ｌ（図１
６参照）において切断し、浴室用床パン５００を切断面Ｍ（図１６参照）において切断し
た場合を例に挙げて説明する。　
　洗い場蓋６００が切断面Ｌにおいて切断されると、浴室用床パン５００に嵌合させる爪
部６２１が切り落とされる。また、これと同様に、浴室用床パン５００が切断面Ｍにおい
て切断されると、壁載置部５２１が切り落とされる。そのため、この状態のままでは、洗
い場蓋６００を浴室用床パン５００に固定することができず、且つ壁パネル１０ａ、１０
ｂ、１０ｃ、１０ｄの少なくともいずれかを浴室用床パン５００に対して正確な位置に設
置できない。
【００７３】
　そこで、本実施形態では、図１８および図１９に表したように、爪部６２１の代替とし
て機能する嵌合部材６３１を洗い場蓋６００に取り付けることができる。ここで、洗い場
蓋６００は、一般的に、硬質な材料で形成されており、そのサイズは大きい。そのため、
寸法誤差がないように洗い場蓋６００を切断することは困難であり、またその切断面Ｌの
表面は粗い。そのため、切断面Ｌを基準として嵌合部材６３１を取り付けると、洗い場蓋
６００に対して正確な位置に嵌合部材６３１を取り付けることができないおそれがある。
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洗い場蓋６００に対して正確な位置に嵌合部材６３１を取り付けることができないと、洗
い場蓋６００を浴室用床パン５００に固定できないおそれがある。
【００７４】
　これに対して、本実施形態の洗い場蓋６００は、図１７および図１８に表したように、
嵌合部材６３１を正確な位置に取り付けるための取付部６２７およびリブ６２９を有する
。そして、図１８に表したように、嵌合部材６３１を取付部６２７およびリブ６２９に当
接させ、固定部材１７３を締めつけることにより、洗い場蓋６００に対して正確な位置に
嵌合部材６３１を取り付けることができる（リブ６２９を基準として嵌合部材６３１を洗
い場蓋６００に固定する）。つまり、取付部６２７およびリブ６２９は、切断面（ここで
は切断面Ｌ）に対応した位置に成形時に予め形成されており、その取付部６２７およびリ
ブ６２９に嵌合部材６３１を当接させる、すなわちリブ６２９を基準として嵌合部材６３
１を洗い場蓋６００に取り付けることにより、切断面（ここでは切断面Ｌ）に対応した正
確な位置に嵌合部材６３１を取り付けることができる。
【００７５】
　取付部６２７およびリブ６２９は、浴室用床パン５００の洗い場６２０の裏面に設けら
れている。そのため、嵌合部材６３１は、切断面Ｌの寸法誤差や表面状態などに影響を受
けることはない。したがって、切断面Ｌの寸法誤差や表面状態などに影響を受けることな
く、洗い場蓋６００に対して正確な位置に嵌合部材６３１を取り付けることができる。
【００７６】
　一方、図１～図１５に関して説明した浴室用床パン１００と同様に、本実施形態にかか
る浴室用床パン５００には、切断面（ここでは切断面Ｍ）に対応した位置に予め位置決め
部（位置決め手段）５２３が形成されている。また、図１～図１５に関して説明したピー
ス部材１４１と同様に、本実施形態のピース部材１６１は、浴室用床パン５００との当接
面に突起部１６１ｃを有する。そのため、図１～図１５に関して前述した効果と同様の効
果を得ることができる。
【００７７】
　さらに、本実施形態のピース部材１６１は、壁載置部５２１と同様に、下部に凹部１６
１ｄを有する。そして、図１５に表した矢印Ｋのようにして、洗い場蓋６００に取り付け
られた嵌合部材６３１をピース部材１６１の下部に設けられた凹部１６１ｄに嵌合させる
ことにより、浴槽２００とは反対側の洗い場蓋６００の端部を浴室用床パン５００に固定
することができる。一方、浴槽２００側の洗い場蓋６００の端部は、図１５に表したよう
に、固定部材１７３により浴室用床パン５００に固定される。このようにして、洗い場蓋
６００を切断面Ｌにおいて切断し、浴室用床パン５００を切断面Ｍにおいて切断した場合
であっても、洗い場蓋６００は、全体として浴室用床パン５００に固定される。これによ
れば、浴室用床パン５００および洗い場蓋６００を切断することにより、多種サイズのユ
ニットバスに対応することができる。
【００７８】
　なお、本実施形態では、前述したように、開口部５２０を上から覆うように、洗い場６
２０を有する洗い場蓋６００が設置される。そのため、浴室用床パン５００を切断せずに
設置する場合であっても、位置決め部５２３や接着溜まり部５２５は洗い場蓋６００によ
り覆い隠される。これによれば、不要となった位置決め部５２３や接着溜まり部５２５が
洗い場６２０に存在しないため、汚れが溜まり難く、見栄えがより良い浴室を提供するこ
とができる。
【００７９】
　また、切断後の浴室用床パン５００の補強部５２９には、浴室用床パン１００を補強す
る補強部材１７１が適宜設けられていてもよい。補強部材１７１は、例えばねじなどの固
定部材１７３により固定されている。さらに、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｄと洗い場
蓋６００との間の間隙には、例えばシリコンなどの接着剤１７５が適宜充填され、壁パネ
ル１０ａ、１０ｂ、１０ｄと洗い場蓋６００とは液密に接着されている。
【００８０】
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　以上説明したように、本実施形態によれば、切断面に対応した位置に取付部６２７およ
びリブ６２９が予め形成されている。その取付部６２７およびリブ６２９に嵌合部材６３
１を当接させることにより、切断面に対応した正確な位置に嵌合部材６３１を取り付ける
ことができる。一方、ピース部材１６１は、下部に凹部１６１ｄを有する。そして、嵌合
部材６３１を凹部１６１ｄに嵌合させることにより、浴槽２００とは反対側の洗い場蓋６
００の端部を浴室用床パン５００に固定できる。さらに、浴室用床パン５００およびピー
ス部材１６１は、図１～図１５に関して前述した浴室用床パン１００およびピース部材１
４１とそれぞれ同様の構造を有する。そのため、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０
ｄを浴室用床パン５００に対して正確な位置に設置することができる。これらによれば、
浴室用床パン５００および洗い場蓋６００を切断することにより、多種サイズのユニット
バスに対応することができ、壁パネル１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄを浴室用床パン５
００に対して正確な位置に設置することができる。
【符号の説明】
【００８１】
　１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄ 壁パネル、　２０ａ 建物壁、　２０ｅ 建物床、　
１００ 浴室用床パン、　１１０ 浴槽載置部、　１２０ 洗い場、　１２１ 壁載置部、　
１２１ａ 側壁部、　１２１ｂ 底部、　１２３ 位置決め部、　１２５ 接着溜まり部、　
１２７ １組の溝部、　１２９ 補強部、　１４１ ピース部材、　１４１ａ 側壁部、　１
４１ｂ 底部、　１４１ｃ 突起部、　１４１ｄ 凹部、　１５１ ピース部材、　１５１ａ
 側壁部、　１５１ｂ 底部、　１６１ ピース部材、　１６１ｃ 突起部、　１６１ｄ 凹
部、　１７１ 補強部材、　１７３ 固定部材、　１７５ 接着剤、　１７８ 補強部材、　
１７９ 支持部材、　１７９ａ 第１の支持部材、　１７９ｂ 第２の支持部材、　１７９
ｃ、１７９ｄ 爪部、　１９０ 支持脚、　２００ 浴槽、　３００ エプロン、　５００ 
浴室用床パン、　５２０ 開口部、　５２１ 壁載置部、　５２１ｄ 凹部、　５２３ 位置
決め部、　５２５ 接着溜まり部、　５２９ 補強部、　６００ 洗い場蓋、　６２０ 洗い
場、　６２１ 爪部、　６２７ 取付部、　６２９ リブ、　６３１ 嵌合部材
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